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第１章  総  則  

 

（ 目 的 ）  

第 1 条  公 益 社 団法人 日 本 栄養 士 会栄 養ケ ア ・ ステ ー ショ ン認 定 制 度規 則 （以 下

「 本 規 則」 と いう 。） は 、 栄 養ケ ア ・ス テー シ ョ ン認 定 制度 （以 下 「 認定 制 度」

と い う 。）の 設 置及 び 運 用 に 関し て 必要 な事 項 を 定め る こと によ り 、 同制 度 に基

づ き 栄 養ケ ア の業 務を 行 う 適格 性 を有 する も の とし て 認定 を受 け た 事業 所 （以 下

「 認 定 栄養 ケ ア・ ステ ー シ ョン 」 とい う 。） の 適 正か つ 円滑 な発 展 を 確保 す るこ

と を 目 的と す る。  

 

（ 認 定 制度 の 趣旨 ）  

第 2 条  栄 養 ケ ア・ス テ ー ショ ン 事業 は、栄 養 ケア・ス テ ーシ ョ ン を管 理 栄養 士・栄

養 士 の 行 う 栄 養 ケ ア の 業 務 の 地 域 拠 点 と す る こ と に よ っ て 、 管 理 栄 養 士 ・ 栄 養 士

と 地 域 住 民 の 双 方 向 の 結 び つ き を 強 化 し 、 あ ま ね く 地 域 住 民 が 管 理 栄 養 士 ・ 栄 養

士 に よ る 栄 養 ケ ア の 支 援 と 指 導 を 受 け て 生 涯 に わ た る 実 り 豊 か で 健 や か な 生 活 を

維 持 す るこ と ので きる 地 域 社会 づ くり を目 ざ そ うと す るも ので あ る 。  

認 定 制 度は 、 本規 則 に 基 づ き認 定 を受 けた 認 定 栄養 ケ ア・ ステ ー シ ョン と 公益

社 団 法 人日 本 栄養 士会（ 以 下「 本会 」という 。）及び 各 都道 府 県栄 養 士 会の 設 置運

営 に か かる 栄 養 ケア・ ス テ ーシ ョ ン を有機 的 に 連携 さ せ ること に よ って 、 き め細

か く 伸 びや か な 栄養ケ ア の ネッ ト ワ ークを 築 き 、も っ て 栄養ケ ア ・ ステ ー シ ョン

事 業 の 目指 す とこ ろの 実 現 に資 す るこ とを そ の 趣旨 と する 。  

 

（ 定 義 ）  

第 3条  本規 則 にお いて 、 次 の各 号 に掲 げる 用 語 の定 義 は、 当該 各 号 に定 め ると ころ
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に よ る 。  

（ 1） 「 認定 」 とは 、特 定 の 事業 者 （本 条第 2号 ） が設 置 運営 する 特 定 の事 業 所

（ 本 条 第 3号 ） であ って 、 広 く地 域 住民 に適 正 な 栄養 ケ アを 提供 す る 適格 性 が

あ る と 認め ら れる もの に つ いて 、 当該 事業 所 の 名称 中 に「 認定 栄 養 ケア ・ ステ

ー シ ョ ン」 （ 第 4条 第1項 第 1号 ）又 は 「機能 強 化 型認 定 栄養 ケア ・ ス テー シ ョ

ン 」 （ 第 4条 第 1項第 2号 ） の 表記 を する こと を 当 該事 業 者に 許諾 す る こと を い

う 。  

（ 2） 「 事業 者 」と は、 事 業 所を 設 置運 営す る 個 人、 法 人又 は団 体 （ 法人 格 のな い

人 の 集 合体 ） をい う。  

（ 3） 「 事業 所 」と は、 事 務 所、 店 舗そ の他 の 事 業 を 行 う施 設で あ っ て、 そ こで 行

わ れ る 主た る 業務 が栄 養 ケ アで あ るも のを い う 。  

（ 4） 「 代表 者 」と は、 法 人 又は 団 体（ 法人 格 の ない 人 の集 合体 ） た る事 業 者を 代

表 す る 権限 を 有す る者 を い う。  

（ 5） 「 責任 者 」と は、 事 業 所を 設 置運 営す る 個 人又 は 事業 者の 従 業 員で あ って 、

事 業 所 にお け る栄 養ケ ア の 業務 の 実施 を統 括 す る立 場 にあ る者 を い う。  

（ 6） 「従 事 者」 と は、 事 業 所に お いて 栄養 ケ ア の業 務 の実 務を 行 う 者を い う。  

 

（ 認 定 栄養 ケ ア・ ステ ー シ ョン の 種別 等）  

第 4 条  認 定 栄 養ケア ・ ス テー シ ョン は、 次 の 二種 と する 。  

（ 1）認 定 栄養 ケ ア・ス テ ー ショ ン    本 規 則 の 第 12 条所 定の 要 件 を満 た して 認

定 さ れ たも の  

（ 2） 機 能強 化 型認 定栄 養 ケ ア・ ス テー ショ ン    本 規則 の第 13 条 及 び 第 14 条

か ら 第 17 条 ま でに 定め る 要 件を 満 たし て認 定 さ れた も の  

２  次 条以 下 の 各条項 の う ち、 機 能 強化型 認 定 栄養 ケ ア ・ステ ー シ ョン に つ いて規 定

す る も のは 、機能 強化 型 認 定栄 養 ケア・ス テ ー ショ ン にの み適 用 さ れる も の と する 。 

 

（ 機 能 強化 型 認定 栄養 ケ ア ・ス テ ーシ ョン の 制 度趣 旨 ）  

第 5 条  機 能 強 化型認 定 栄 養ケ ア・ス テー シ ョ ンは 、傷 病 者の 療 養 上並 び に介 護又 は

支 援 を 要 す る 者 の 低 栄 養 状 態 等 の 改 善 上 必 要 な 複 雑 困 難 な 栄 養 及 び 食 事 に 関 す る

指 導 及 び管 理 その 他の 栄 養 状態 の 改善 に係 る 管 理（ 以下「 栄 養管 理 等 」と いう 。）を、

適 切 か つ 確 実 に 実 施 す る こ と が 保 証 さ れ た も の と し て 設 置 及 び 運 営 さ れ な け れ ば

な ら な い。  

 

第２章  認定実施機関  

 

（ 認 定 実施 機 関）  

第 6 条  本 会 は 、本規 則 な らび に 関連 する 諸 規 則・規 程 の 定め る と ころ に より 、認 定
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を 行 う 。  

２  本 会は 、 認 定にか か る 事務 を 掌 らせる た め 、栄 養 ケ ア・ス テ ー ショ ン 認 定委員 会

（ 以 下「 認定 委 員会」と い う 。）を 設 け、同 委 員 会に 栄 養ケ ア・ス テ ー ショ ン 認定審

査 会 （ 以下  「 認定 審査 会 」 とい う 。）を 置く 。  

３  認 定委 員 会 は、広 く 地 域住 民 そ の他の 認 定 栄養 ケ ア ・ステ ー シ ョン （ 機 能強化 型

認 定 栄 養ケ ア・ス テー シ ョ ンを 含 む。以下 、本 章に お いて 同じ 。）の利 用 者等 の 視点

に 立 っ て そ の 業 務 を 行 い 、 認 定 制 度 の 厳 正 か つ 円 滑 な 運 用 を 確 保 す る も の と す る 。 

４  認 定審 査 会 は、栄 養 ケ ア の 業 務 に関す る 専 門技 術 的 知見を も っ て、 認 定 委員会 が

第 7 条 第 1 項 の 事 務 を 適 切 に遂 行 する うえ で の 必要 な 支援 を行 う も のと す る。  

５  本 会は 、 認 定制度 の 信 頼性 を 不 断に向 上 さ せる た め 、同制 度 の 適正 な 運 用と改 善

に 必 要 な措 置 を講 ずる 。  

 

（ 認 定 委員 会 の所 掌事 務 ）  

第 7 条  認 定 委 員会は 次 に 掲げ る 事務 を所 掌 す る。  

（ 1）認定 の 申請 が あっ た も のに つ いて 、認 定 を 相当 と する か否 か に つい て の意 見を

議 決 し たう え 、こ れを 本 会 会長 に 答申 する こ と  

（ 2）前 号 の 意見 を 議決 す る に先 立 ち、当該 申 請 が、第  12 条の 要 件 を満 た すも ので

あ る か 否か を 審査 しそ の 結 果を 報 告す るよ う 認 定審 査 会に 命ず る こ と  

（ 3）前 号に 基 づく 認定 審 査 会の 報 告を 検討 し 、当 該報 告 に関し 、必 要 に応 じ て認定

審 査 会 に説 明 を求 め、 補 充 審査 又 は再 度の 審 査 を命 ず るこ と  

（ 4）認 定の 取 り消 しを 本 会 会長 に 上申 する こ と 、及び 、これ に必 要 な 調査 を 行う こ

と  

（ 5） 認 定後 の 認定 要件 等 の 遵守 に つき 調査 そ の 他必 要 な措 置を 講 ず るこ と  

（ 6） 別 に定 め る認 定審 査 基 準の 制 定・ 改訂 等 を 承認 す るこ と  

（ 7） 認 定制 度 の企 画・ 運 営 の重 要 事項 に関 し 、 本会 会 長に 意見 を 述 べる こ と  

（ 8） 認 定制 度 に関 する 本 会 会長 か らの 諮問 に 答 える こ と   

2 認 定 委員 会 は 、第 12 条 の 要 件 に係 る認 定 の 申請 の ほか 、次 に 掲 げる 申 請 等 につ い

て 、 前 項各 号 の事 務を 所 掌 する 。  

（ 1） 第 13 条 第 1 項の 申 請  

（ 2） 第 18 条 の 申請  

（ 3） 第 27 条 第 1 項及 び 同 条 第 2 項 の申請  

（ 4） 第 29 条 第 1 項の 申 請  

（ 5） 第 34 条 第 1 項 の 申 請  

（ 6） 第 36 条 第 1 項 の 申 請  

（ 7） 前 各号 の 申請 に伴 う 第 37 条 第 1 項 の 届 出 （前 各 号の 申請 に 伴 わな い 第 37 条

第 1 項 の 届 出 を 含まな い 。）  

 

（ 認 定 委員 会 の組 織 等 ）  
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第 8 条  認 定 委員 会は 、 学 識経 験 者、 保健 医 療 従事 者 、利 用者 関 連 団体 等 の関 係者 、

行 政 機 関関 係 者、 その 他 か らな る 委員 若干 名 を もっ て 組織 する 。  

２  認 定委 員 会の 委員 は 、 本会 会 長が 任命 す る 。  

３  認 定委 員 会の 長た る 委 員（ 以 下「 認定 委 員 長」と いう 。）は 委 員 の互 選 によ って 選

定 す る 。   

４  認 定委 員 会 は、認 定 制 度に 関 す る意見 や 提 言等 を も とに、 認 定 制度 を よ り適正 な

も の と する た めの 検討 を 行 う。  

５  前 各項 に 定め る外 、 認 定委 員 会の 設置 及 び 運営 に 関す る事 項 は 別に 定 める 。  

 

（ 認 定 審査 会 の所 掌事 務 ）  

第 9 条  認 定 審 査会は 次 に 掲げ る 事務 を所 掌 す る。  

 （ 1） 第 7 条 第 1 項第 ２ 号 の認 定 委員 会の 命 に 基づ き 、特 定の 認 定 の申 請 が 第 12 条

の 要 件 を満 た すも ので あ る か否 か を審 査し 、 そ の審 査 の結 果を 認 定 委員 会 に報

告 す る こと  

 （ 2） 第 7 条 第 1 項第 3 号 の 説 明 又 は補充 審 査 もし く は再 度の 審 査 を行 う こと  

 （ 3） その 他 前 各号に 関 連 する 事 務  

2 認 定 審査 会 は 、第 12 条 の 要 件 に係 る認 定 の 申請 の ほか 、次 に 掲 げる 申 請 等 につ い

て 、 前 項各 号 の事 務 に 準 ず る事 務 を所 掌す る 。  

（ 1） 第 13 条 第 1 項の 申 請  

（ 2） 第 18 条 の 申請  

（ 3） 第 27 条 第 1 項及 び 同 条 第 2 項 の申請  

（ 4） 第 29 条 第 1 項の 申 請  

（ 5） 第 34 条 第 1 項 の 申 請  

（ 6） 第 36 条 第 1 項 の 申 請  

（ 7） 前 各号 の 申請 に伴 う 第 37 条 第 1 項 の 届 出 （前 各 号の 申請 に 伴 わな い 第 37 条

第 1 項 の 届 出 を 含まな い 。）  

  

（ 認 定 審査 会 の組 織 等 ）  

第 10 条  認 定 審査会 は 、 本会 栄 養ケ ア・ ス テ ーシ ョ ン事 業部 担 当 理事 及 びこ れ以 外

の 本 会 会員 か らな る審 査 員 をも っ て組 織す る 。  

２  審 査員 は 、本 会会 長 が 任命 す る。  

３  認 定審 査 会の 長た る 審 査員（ 以 下「審 査 会 長 」とい う 。）は 、審 査 員 の互 選 によ っ

て 選 定 する 。  

４  認 定審 査 会は 、厳 正 に 審査 を 行い 、審 査 の 信頼 性 の確 保と 向 上 に努 め る。  

５  前 各項 に 定め る外 、 認 定審 査 会の 設置 及 び 運営 に 関す る事 項 は 別に 定 める 。  

 

（ 実 施 機関 の 会議 ）  

第 11 条  認 定 委員 会は 、 年 度ご と に定 例会 と し て開 催 する 。  
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２  認 定審 査 会は 、年 度 ご とに 定 例会 とし て 開 催す る 。  

第３章  認  定  

 

（ 認 定 の要 件 ）  

第 12 条  認 定 は、次の 各 号（以 下「認 定要 件 」とい う 。）を 満た し た 申請 に 限り これ

を 行 う こと が でき る。  

（ 1）事 業 所は 、そ の主 た る 業務 を 別に 定め る 栄 養ケ ア の業 務（ 以 下「 指 定 業務 」と

い う 。） とし 、 同業 務を 適 正 に実 施 でき る体 制 を 備え て いる こと  

（ 2）事 業 所 は、地 理的 又 は 施設・設 備 的に 地 域 住民 か らの アク セ ス が容 易 で、地域

住 民 に 第１ 号 の業 務を 行 う うえ で 適切 な環 境 を 確保 で きる こと  

（ 3） 事 業 者 に お い て 事 業 所 の 業 務 を 持 続 的 か つ 適 正 に 実 施 で き る 経 済 的 裏 付 け が

あ る こ と  

（ 4）事 業所 に 、業務に 従 事 する 管 理栄 養士 を １ 名以 上 、専任 で配 置 す るこ と 。また 、

専 任 で 業務 に 従事 する 管 理 栄養 士 を責 任者 と す るこ と  

（ 5）責任 者 は、指定業 務 の うち 事 業所 が現 に 行 おう と する 業務 に つ いて 、１ 年 以上

の 実 務 の経 験 があ るこ と  

（ 6）責任 者 及び 従 事者 は 、事 業 所を 設 置す る 都 道府 県 の栄 養士 会 の 栄養 ケ ア・ステ

ー シ ョ ンの 登 録者 であ る こ と  

２  前 項各 号 を 満たし て い るか 否 か の認定 は 、 認定 の 申 請をし た 者 から 必 要 な資料 を

徴 求 し てこ れ を行 う。  

 

（ 機 能 強化 型 認定 栄養 ケ ア ・ス テ ーシ ョン の 認 定の 要 件）  

第 13 条  機 能強 化 型認 定 栄 養ケ ア ・ス テー シ ョ ンの 認 定は 、第 14 条 か ら 第 17 条に

定 め る とこ ろ（以 下「 機 能 強化 型 認定 要件 」と いう 。）を 満 たし た 申 請に 限 りこ れを

行 う こ とが で きる 。  

２  前 項の 申 請 が機能 強 化 型認 定 要 件 を満 た し てい る か 否かの 認 定 は、 認 定 の申請 を

し た 者 から 必 要な 資料 を 徴 求し て これ を行 う 。  

 

（ 機 能 強化 型 認定 要件 の 事 業者 要 件）  

第 14 条  機 能 強化型 認 定 栄養 ケ ア・ ステ ー シ ョン の 事業 者は 、 次 の各 号 の一 にあ て

は ま る もの で なけ れば な ら ない 。  

（ 1）管 理 栄 養士 又 は管 理 栄 養士 が 代表 者た る 法 人（ ただ し、主 た る 事業 が、栄 養の

指 導 及 び管 理 並び に教 育 に 関す る 役務 の提 供 で ある こ と 。）  

（ 2） 個 人又 は 法人 が設 置 す る医 療 機関  

（ 3）公 益 社団 法 人日本 医 師 会 、都道 府 県医 師 会 、群 市区 等 医師 会（ た だ し 、一 般社

団 法 人 又は 公 益社 団法 人 で ある も の。 権利 能 力 なき 社 団を 含む 。）  

（ 4）介 護 事業 所（ ただ し 、栄 養 アセ ス メン ト 加 算 、栄養 改 善加 算 、栄 養 管理 体 制加
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算 等 の 栄養 関 係加 算の 対 象 事業 所 に限 る 。）を 設 置す る こと を主 た る 事業 と する

法 人  

（ 5）そ の 他 、前各 号に 準 ず る法 人（ た だし 、主 た る 事業 が 、栄 養 の 指導 及 び管 理並

び に 教 育に 関 する 役務 の 提 供で あ るこ と 。）で あ って 認 定委 員会 に お いて 特 に認

め る も の  

 

（ 機 能 強化 型 認定 要件 の 責 任者 要 件）  

第 15 条  機 能 強化型 認 定 栄養 ケ ア・ ステ ー シ ョン の 責任 者は 以 下 の各 号 を満 たす 者

で な け れば な らな い 。  

（ 1） 医 療又 は 介護 の栄 養 管 理等 の 実務 経験 が 通 算し て ５年 以上 あ る こと  

（ 2）健 康保 険 等並 びに 介 護 保険 の 保険 給付 に 関 する 事 務手 続の 知 見 があ る こと（従

事 者 に 健 康 保 険 等 並 び に 介 護 保 険 の 保 険 給 付 に 関 す る 事 務 手 続 の 知 見 が あ る 場

合 を 含 む 。）  

（ 3） 別 に定 め る研 修（ 日 本 栄養 士 会の 指定 す る もの 。） を修 了し た 者 であ る こと  

（ 4）別に 定 める 栄 養管 理 等 に関 す る学 術分 野 の 学会 に 所属 し、又 は、これ ら の 学会

若 し く は 日 本 栄 養 士 会 の 設 置 運 営 す る 栄 養 管 理 等 の 実 務 を 行 う 適 格 性 に 関 す る

資 格 で 別に 定 める もの を 有 して い るこ と  

 

（ 機 能 強化 型 認定 要件 の 事 業所 要 件）  

第 16 条  機 能 強化型 認 定 栄養 ケ ア・ ステ ー シ ョン の 事業 者が 管 理 栄養 士 であ る事 業

所 は 、栄 養管 理 等の役 務 の 提供 が 、事業者（ 事 業 所の 施 設の建 物 又 はそ の 区画 を使

用 収 益 する 権 限を 有す る 者 を含 む 。）の他の 事 業 の業 務（ 栄 養管 理 等 以外 の 業務 ）と

紛 れ る こと な く 、これ ら と 分離 か つ独 立し た 形 態で 行 われ るこ と を 確保 し なけ れば

な ら な い。  

 

（ 機 能 強化 型 認定 要件 の そ の他 の 要件 ）  

第 17 条  機 能強 化 型認 定 栄 養ケ ア ・ス テー シ ョ ンは 、 第 14 条か ら 第 16 条 に定 め る

も の の ほか 、第 12 条第 １ 項 各号（ た だし、同 条 同 項 第 5 号 を除 く 。）を 満た さ なけ

れ ば な らな い 。  

 

（ 機 能 強化 型 認定 栄養 ケ ア ・ス テ ーシ ョン へ の 移行 の 認定 ）  

第 18 条  既 に 認定 栄養 ケ ア ･ステ ー ショ ンで あ っ て、第 14 条 から 第 16 条 に 定 める 要

件 を 満 たし て いる もの は 、申 請に よ り、機 能 強 化型 認 定栄 養ケ ア・ス テー シ ョンへ

の 移 行 の認 定 （以 下「 移 行 認定 」 とい う 。） を 受 ける こ とが でき る 。  

２  前 項の 申 請が 第 14 条 から 第 16 条 に定 め る 要件 を 満た して い る か否 か の認 定は 、

認 定 の 申請 を した 者か ら 必 要な 資 料を 徴求 し て これ を 行う 。  
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（ 移 行 認定 の 取り 扱い ）  

第 19 条  移 行 認定は こ れ がな さ れた 日を も っ て新 た に認 定が な さ れた も のと して 、

別 段 の 定め の ない 限り 、認 定 及び 認 定の申 請 並 びに 認 定の 効力 等 に 関す る 次条 以下

の 規 定 を適 用 する 。  

 

（ 認 定 ）  

第 20 条  認 定 は、認 定 委 員会 が 認定 を相 当 と する と の意 見を 議 決 し、 こ れを 本会 会

長 に 答 申し た もの につ い て 、本 会 会長 が、 理 事 会の 承 認を 得て こ れ を 行 う 。  

２  認 定を し た ときは 、 速 やか に 本 会理事 会 及 び各 都 道 府県栄 養 士 会に 報 告 し、各 都

道 府 県 栄養 士 会か ら認 定 の 申請 を した 者へ 通 知 する と とも に、本 会 の ホー ム ページ

等 に て 公開 す る。  

3  認 定 委 員 会 が 認 定 を 相 当 と し な い と の 意 見 を 議 決 し 、 こ れ を 本 会 会 長 に 答 申 し た

も の に つい て は、 その 旨 を 申請 者 に通 知す る 。   

 

（ 認 定 証交 付 及び 再交 付 ）  

第 21 条  認 定 を受 けた 事 業 者に は 、認定し た こ とを 証 する 認定 証（ 第２ 号 様 式）を交

付 す る 。  

２  認 定を 受 け た事業 者 が 、次 の 各 号に該 当 す る場 合 に は、認 定 証 の再 交 付 を申請 す

る こ と がで き る（ ただ し 、再交 付 の申 請書 は 第 ３号 様 式 に よる 。）。なお 、第 2 号及

び 第 3 号 の 場 合 は、再 交 付 の申 請 の際 、破 損 等 した 認 定証 を添 付 し なけ れ ばな らな

い 。  

（ 1） 認 定証 を 紛失 した 場 合  

（ 2） 認 定証 を 破損 した 場 合  

（ 3） 認 定証 を 汚し た場 合  

 

（ 認 定 標）  

第 22 条  認 定 を受け た 事 業者 は 、主 たる 事 業 所に 認 定を 受け た 栄 養ケ ア ・ス テー シ

ョ ン（ 以 下「 認 定栄養 ケ ア・ステ ー ション 」と い う。）で あるこ と を 表示 す る認 定標

を 掲 示 しな け れば なら な い 。  

２  認 定標 の 様式 は任 意 と する 。ただ し、認 定 標の 表 記は 、「認 定 栄 養ケ ア・ス テー シ

ョ ン 」の 文字 を 含んだ も の とし 、事 前に認 定 標 の表 記 及び 意匠 の 内 容を 本 会に 報告

し た う えで 認 定審 査会 の 承 認を 受 けな けれ ば な らな い 。  

３  前 項に よ り 承認を 受 け た認 定 標 は、本 会 の 事前 の 承 認なく 、 そ の表 記 及 び意匠 の

内 容 を 変更 し ては なら な い 。  

４  機 能強 化 型 認定栄 養 ケ ア・ ス テ ーショ ン に つい て は 、第１ 項 及 び第 ２ 項 の「認 定

栄 養 ケ ア・ステ ー ショ ン 」は、そ れ ぞれ「機 能 強 化型 認 定栄 養ケ ア・ス テ ーシ ョ ン」
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と 読 み 替え る もの とす る 。  

 

（ 認 定 に関 す る情 報開 示 ）  

第 23 条  認 定 を受け た 事 業者 と 事業 所の 名 称 及び 住 所、 代表 者 及 び責 任 者の 氏名 そ

の 他 必 要と 認 めら れる 事 項 は、 本 会の ホー ム ペ ージ に 掲載 する 。  

２  本 会は 、 認 定栄養 ケ ア ・ス テ ー ション に 関 する 情 報 の照会 を 受 けた と き は、認 定

証 の 記 載事 項 をも とに こ れ を開 示 する 。  

 

（ 認 定 の有 効 期間 ）  

第 24 条  認 定 は、 認定 の 日 から ３ 年間 に限 り そ の効 力 を有 する 。  

２  認 定の 日 か ら３年 以 内 に移 行 認 定を受 け た とき は 、 前項の 期 間 は、 移 行 認定の 日

か ら 起 算す る 。  

 

（ 認 定 の取 り 消し ）  

第 25 条  認 定 委員会 は 、 認定 を 受け た事 業 者 が次 の 各号 のい ず れ かに 該 当す ると 認

め た と きは 、 直ち に本 会 会 長に 認 定を 取り 消 す よう 上 申し なけ れ ば なら な い。  

（ 1）申 請（ 認 定の 更新 も 含 む）に際 し て偽 り を 申告 又 は記 載し 、その 他 不正 手 段を

行 使 し たこ と が判 明し た と き  

（ 2）認 定要 件 の欠 如又 は 欠 如を 来 す恐 れが あ り 、相 当 の 期間を 定 め て改 善 を求 めて

も 、 な お改 善 され ない と き  

（ 3） 第 40 条 に 定める 事 業 上の 遵 守事 項に 反 し たと き  

（ 4） 法 令違 反 その 他事 業 者 とし て 信用 を損 な う 行為 が あっ たと き  

（ 5） 認 定証 を 不正 使用 し た とき  

２  前 項の 上 申 を受け た 本 会会 長 は 、直ち に 認 定を 取 り 消して 、 認 定取 消 通 知書（ 第

４ 号 様 式） を もっ て当 該 事 業者 に 通知 する 。  

３  前 項の 通 知を 受け た 事 業者 は 直ち に認 定 証 を返 納 する とと も に 、認定 標 を廃 棄し 、

事 業 所 の内 外 の看 板、掲 示、壁面 表 記、文 書・図 画 その 他 の媒 体 に ある「認 定 栄養

ケ ア ・ ステ ー ショ ン」 の 文 字を 消 去又 は除 去 し なけ れ ばな らな い 。  

４  第 2 項 の 認 定の取 り 消 しを 行 った 本会 会 長 は、直ち に その 旨 を、本 会理 事 会及 び

各 都 道 府県 栄 養士 会に 報 告 する と とも に、 本 会 のホ ー ムペ ージ 上 に 掲載 す る。  

 

（ 移 行 認定 の 取り 消し ）  

第 26 条  前 条 の規 定は 移 行 認定 の 取り 消し に 準 用す る 。  

２  前 項に よ る 移行認 定 の 取り 消 し は、移 行 認 定を 受 け る前に 受 け てい た 認 定の効 力

に は 及 ばな い もの とす る 。  

 

（ 認 定 又は 移 行認 定の 辞 退 ）  
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第 27条  認 定（ 認 定栄 養 ケ ア・ ス テー ショ ン の 認定 及 び 機 能強 化 型 認定 栄 養ケ ア・

ス テ ー ショ ン の認 定 の 双 方 をい う 。以 下、 本 条 にお い て同 じ。 ） を 受け た 事業 者

は 、 申 請に よ り 認 定を 辞 退 する こ とが でき る 。  

２  移 行認 定 を受 けた 事 業 者は 、 申請 によ り 機 能強 化 型認 定栄 養 ケ ア・ ス テー ショ ン

へ の 移 行認 定 のみ を 辞 退 す るこ と がで きる 。  

３  前 2 項 の 辞 退の申 請 は 、認定 又 は移行 認 定 を辞 退 する 旨の 書 面 をも っ てこ れを 行

わ な け れば な らな い。  

４  第 1 項 及 び第 2 項 の 辞 退が あ った とき は 、本 会は 、次条 に基 づ き 認定 を 撤回 する 。  

 

（ 認 定 の撤 回 ）  

第 28 条  本 会 は、 次の 各 号 が行 わ れた とき は 、 認定 又 は移 行認 定 を 撤回 す る。  

（ 1） 第 27 条 第 ３項の 書 面 の提 出  

（ 2） 廃 業の 届 出  

２  移 行認 定 を受 けた 事 業 者か ら 前項 第 2 号 の 届 出 があ っ た と き は 、認定 と 移行認 定

の 双 方 を撤 回 する 。  

３  認 定を 受 けた 事業 者 が 、 第 1 項 第 1 号 の 書 面を 提 出す ると き 、 又は 、 第 1 項第 2

号 の 届 出を す る と きは 、 認 定証 を 添え て こ れ を 行わ な けれ ばな ら な い。  

４  第 １項 の 認定 の撤 回（ 第２ 項 の場 合を 含 む 。）が あ った とき は 、第 25 条 第 3 項及

び 第 4 項 の 規 定 を準用 す る 。  

 

（ 事 業 の休 止 と 認 定の 効 力 の停 止 ）  

第 29 条  認 定（ 機能強 化 型 認定 栄 養ケ ア・ス テ ー ショ ン の認定 を 含 む 。以 下 、同 じ。）

を 受 け た後 に 、第 12 条 第 1 項 第 4 号 乃 至第 6 号 の 全 部 若 しくは 一 部 、又は 、第 15

条 第 1 号 乃 至 第 4 号 の 全 部 若し く は 一 部 の 各 要 件（以 下「責 任者 等 要 件 」と い う。）

を 満 た さな い こと と な っ た 事業 者 で 、当該 責 任 者等 要 件が 満た さ れ るま で の間 、認

定 栄 養 ケア・ス テーシ ョ ン とし て の 事 業を 休 止 し 、当 該 責任者 等 要 件が 満 たさ れた

時 点 で、認 定 栄養 ケア・ステ ー シ ョン とし て の 事業 を 再開 する こ と を望 む 事業 者 は 、

次 の 各 号を 記 載し た事 業 休 止申 請 書を 提出 し な けれ ば なら ない 。  

（ 1） 責 任者 等 要件 が満 た さ れな く なっ た理 由 又 は原 因  

（ 2） 責 任者 等 要件 が満 た さ れる ま での 期間  

（ 3） 前 号の 期 間内 に責 任 者 等の 要 件が 確実 に 満 たさ れ ると 判断 で き る理 由  

２  前 項第 ２ 号 の期間 の 終 期は 、 特 段の事 情 の ない 限 り 、認定 の 有 効期 間 内 でなけ れ

ば な ら ない 。  

３  第 1 項 の 申 請を相 当 と 認め る とき は、本 会 は 、 第 １項 第２ 号 の 期間 に 限り 、 認 定

の 効 力 を停 止 する 措置 を 講 ずる 。  

４  第 1 項 の 申請 が相 当 で ない と 判断 した と き は、 本 会は 、 特 段 の 事由 の ない 限り 、

同 申 請 を 第 28 条 第 1 項 第 2 号 の 届 出 として 取 り 扱う こ とと する 。  

５  第 ３項 の 措 置を受 け た 事業 者 が 認定栄 養 ケ ア・ ス テ ーショ ン と して の 事 業を再 開
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し よ う とす る とき は、 事 業 活動 再 開申 請書 を 提 出し な けれ ばな ら な い。  

 

（ 認 定 の取 り 消し 、撤 回 の 関係 官 署へ の報 告 ）  

第 30 条  本 会 は、第 25 条 及 び 第 26 条 並び に 第 28 条 の 規定 によ り 認 定 若 し くは 移行

認 定 を 取り 消 し 、又は 撤 回 した と きは 、直 ち に 関係 官 署に その 事 実 及び そ の理 由を

報 告 す る。  

２  前 項の 撤 回 が移行 認 定 のみ に 行 われた と き は、 本 会 は、直 ち に 関係 官 署 にその 事

実 及 び その 理 由を 報告 す る 。  

 

第４章  認定の申請及び審査  

 

（ 欠 格 事由 ）  

第 31 条  認 定 を申 請す る 事 業者 が 次の 各号 に 該 当す る とき はそ の 申 請を 受 理し ない 。 

（ 1）指定 業 務に 関 し、過 去に 違 法又 は 不正 な 行 為を 行 った こと に よ り、法令 に 基づ

く 処 罰 又は 処 分を 受け た 者  

（ 2） 認 定を 取 り消 され 、 そ の取 り 消し の日 か ら １年 を 経過 しな い 者  

（ 3）法 令違 反 、不 正行 為 そ の他 の 信用 を失 う 行 為の あ った こと を 理 由と し て法 令上

の 不 利 益処 分 を受 けて か ら 2 年 を 経 過しな い 者  

（ 4）事 業 者、代表 者、責 任者 及 び従 事 者等 が 、暴 力 団員 に よる 不 当 な行 為 の防 止等

に 関 す る法 律（ 平 成 3 年 法 律 第 77 号 ）第 2 条 第 2 号 に 規 定 する 暴 力 団、暴力 団

員（ 同法 第 2 条 第 6 号 に 規 定す る 暴力 団員 を い う。以下 同 じ 。）又 は暴 力 団員 と

社 会 的 に非 難 され るべ き 関 係を 有 して いる 者  

 

（ 認 定 の申 請 の方 法）  

第 32 条  認 定 を申請 す る 事業 者 は、 本条 第 ３ 項の 認 定申 請受 付 期 間内 に 、所 定の 申

請 書（ 第１ 号 様式 ）、別 に 定 める 申 請書 附属 書 類（以 下 、申 請書 及 び 申請 書 附属 書類

を あ わ せて 、「 申請 書類 等 」と いう 。）及び事 業 所 を設 置 する 都道 府 県 栄養 士 会の 発

行 す る 申請 受 付証 （第 10 号 様式 ） を、当 該 栄 養士 会 をと おし て 本 会に 提 出し なけ

れ ば な らな い 。   

２  認 定を 申 請 する事 業 者 から 申 請 書類等 の 提 出を 受 け た前項 の 栄 養士 会 は 、申請 書

類 等 の 表題 、体 裁、そ の 他 外形 上 明ら かな 不 備 がな い 限り 、申 請 受 付証 を 発行 する

も の と する 。  

３  第 １項 の 栄 養士会 を と おし て 本 会に提 出 の あっ た 申 請書類 等 と 申請 受 付 証 は、 当

該 申 請 書類 等 に認 定要 件 の 存否 の 審査 に関 係 し ない 不 備が 存し な い もの に 限り 、こ

れ を 受 理す る 。  

４  申 請書 類 等の 受付 は 、年 2 回 、4 月 15 日 か ら 5 月 15 日 ま で 、及 び 、 10 月 15 日

か ら 11 月 15 日 ま での 各 期 間に 行 うこ とを 常 例 とし 、受 付開始 の 少 なく と も２ ヶ月
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前 ま で に本 会 のホ ーム ペ ー ジ上 に 受付 期間 を 掲 載す る 。  

 

（ 審 査 ）  

第 33 条  認 定審 査 会に よ る 審査 は 、前条第 3 項に よ り受 理 され た 申 請書 類 等に つき 、

こ れ を 行う 。  

２  認 定審 査 会 は、認 定 委 員会 の 指 示があ る と き、 又 は 、同審 査 会 が必 要 と 認める と

き は 、 認定 の 申請 をし た 者 に資 料 の提 出を 求 め るこ と がで きる 。  

３  前 項の 資 料 の提出 を 求 めた こ と 、又は 、 求 めな か っ たこと は 、 認定 の 可 否何れ で

あ っ て も、 こ れを 意味 す る もの と して 理解 さ れ ては な らな い。  

 

（ 認 定 の更 新 申請 ）  

第 34 条  認 定 を受け た 事 業者 が 、認 定の 有 効 期間 経 過後 も引 き 続 き認 定 を受 けよ う

と す る とき は 、認定の 有 効 期間 が 満了 する 日 の 3 ヶ 月 前 までに 、前 条 第 1 項 の都道

府 県 栄 養士 会（ 事業者 が 、認 定栄 養 ケア・ス テ ー ショ ン の認定 を 受 けた 事 業所 を設

置 し て いる 都 道府 県栄 養 士 会 ）をと お して 更 新 申請（ た だ し、更 新 申 請 書は 第 6 号

様 式 に よる 。） を本 会に 行 わ なけ れ ばな らな い 。  

２  第 １項 の 期限（ 認定 の 有 効期 間 が満 了す る 日 の 3 ヶ 月 前）を徒 過 し た更 新 申請 は、

こ れ を 受理 し ない 。  

 

（ 認 定 の更 新 申請 の審 査 、 審議 議 決）  

第 35 条  認 定 の更 新は 、第 36 条 の 変更 内容 、更 新前 の 認定 の有 効 期 間中 の 事業 運営

の 実 情 や実 績 、認定要 件 の 充足 状 況な どを 総 合 的に 勘 案し 、明 ら か に認 定 を相 当と

し な い 事由 の ない 限り 、 こ れを 可 とす る。  

２  前 項の 認 定 委員会 の 審 議議 決 に 供する 認 定 審査 会 の 審査と そ の 報告 は 、 審査会 長

が 、 審 査員 の 中か ら指 名 す る者 が これ を行 う 。  

 

（ 認 定 事項 の 変更 申請 ）  

第 36 条  認 定 を受 けた 以 下 の各 号 の事 項（ 以 下「認 定 事項 」と い う 。） に変 更 が 生じ

る と き 、又は 、生じた と き は 、事 業 者は、す み やか に 認 定事項 の 変 更 申 請 をし なけ

れ ば な らな い 。ただし 、事 業 者の 変 更にか か る 認定 事 項の 変更 申 請 は 、事 前 にこれ

を 行 わ なけ れ ばな らな い 。  

（ 1） 事 業者  

（ 2） 事 業所  

（ 3） 責 任者  

（ 4） 主 たる 業 務  

２  認 定事 項 の 変更 は 、 前 項の 変 更 によっ て 既 に行 わ れ た認定 と の 同一 性 が 損なわ れ

な い と 認め ら れる 場合 は 、こ れ を 可と し 、同 一 性 が損 な われ るお そ れ があ る 場合 は 、

新 た に 認定 の 申請 があ っ た もの と して 、 こ れ を 取り 扱 う 。  
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３  前 項の 認 定 委員会 の 審 議議 決 に 供する 認 定 審査 会 の 審査と そ の 報告 は 、 審査会 長

が 、 審 査員 の 中か ら指 名 す る者 が これ を行 う 。  

４  認 定事 項 の 変更 は 、 第 １項 の 申 請の後 の 直 近の 認 定 委員会 の 議 決に 付 し 、 その 可

否 の 効 力は 、 同申 請の 時 に 遡ら な いも のと す る 。  

５  前 項の 定 めに 関わ ら ず 、第 １ 項の 申請 に 関 し、 第 25 条に 則 っ て取 り 扱う べき 事

情 が あ る場 合 は、 同申 請 は 、こ れ を受 理し な い 。  

６  本 条に 基 づ き行わ れ た 認定 事 項 の変更 後 の 認定 の 有 効期間 は 、 変更 前 の 残日数 と

す る 。  

 

（ 認 定 事項 以 外の 事項 の 異 動の 届 出）  

第 37 条  次 の 各号に 掲 げ る事 項 、そ の他 、 認 定事 項 以外 の 事 項 に 異動 が あっ た事 業

者 は 、 す み や か に 異 動 内 容 が 確 認 で き る 書 類 （ 法 人 に あ っ て は 登 記 事 項 証 明 書 等 ）

を 添 え て、異 動の 届 出（ た だし 、異動 届は 第 ７ 号様 式 によ る 。）を 事 業所 を 設置 して

い る 都 道府 県 栄養 士会 を 経 由し て 本会 へ提 出 し なけ れ ばな らな い 。  

（ 1） 事 業者 の 氏名 （法 人 に あっ て は、 名称 、 代 表者 ・ 責任 者の 氏 名 ）  

（ 2）事業 所 の 名 称 若し く は 住居 表 示（ 法人 に あ って は、主 たる 事 務 所の 所 在地 の住

居 表 示 ）  

（ 3） 事 業所 の 連絡 先、 連 絡 先担 当 者、 電話 番 号 等  

（ 4） そ の他 、 事業 者又 は そ の設 置 運営 にか か る 事業 所 を特 定す る 事 項  

２  異 動届 の 提出 は、 認 定 事項 以 外の 事項 の 異 動に 限 り、 これ を 行 うこ と がで きる 。  

３  異 動届 が 提出 され た 場 合で も あっ ても 、異 動 に係 る 事項 が認 定 事 項 で あ ると きは 、

同 異 動 届を 第 36 条 の申 請 書 と み な して これ を 取 り扱 う 。  

４  異 動届 に 応じ て記 載 を 改め た 認定 証（ 第 ２ 号 様 式 に よ る。）は 、申 請 後 １ヶ 月 以内

に 発 行 し、 申 請者 に交 付 す る。  

 

（ 手 数 料）  

第 38 条  新 た に認 定を 受 け るた め の申 請に 要 す る手 数 料（ 申請 に 要 する 手 数料 ）は 、

申 請 手 数料 、審 査手数 料 及 び認 定 手数 料の ３ 種 とし 、そ の金額 及 び 納付 先 は別 に定

め る と ころ に よる 。  

２  認 定の 更 新 を受け る た めの 申 請 の手数 料 （ 認定 の 更 新に要 す る 手数 料 ） は、更 新

申 請 手 数料 、更 新審査 手 数 料及 び 更新 認定 手 数 料の ３ 種と し、そ の 金 額及 び 納付先

は 別 に 定め る とこ ろに よ る 。  

３  第 36 条 の 認定 事 項 の 変更 申 請 を 行う た め の手 数 料（ 認定 の 変 更申 請 に要 する 手

数 料 ）は 、変 更 申請手 数 料 と変 更 事務 手数 料 の ２種 と し 、その 金 額 及び 納 付先 は別

に 定 め ると こ ろに よる 。  

４  第 37 条 第 1 項の 届 出 を行 う ため の手 数 料 の金 額 及び 納付 先 は 別に 定 める とこ ろ

に よ る 。  

５  第 21 条 第 2 項に 規 定 する 認 定証 の再 交 付 の申 請 に要 する 手 数 料の 金 額及 び納 付
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先 に つ いて は 、前 項を 準 用 する 。  

６  前 各項 の 定 めると こ ろ によ り 納 付され た 手 数料 は 理 由のい か ん を問 わ ず 返還し な

い 。  

７  前 各項 に 定め る外 、 手 数料 の 取り 扱い に 関 する 事 項は 別に 定 め る。  

 

第５章  認定を受けた事業者の責務等  

 

（ 認 定 要件 の 継続 的充 足 ）  

第 39 条  認 定 を受け た 事 業者 は 、認 定を 受 け た後 も 継続 的に 認 定 要件 を 充足 しな け

れ ば な らな い （第 ８号 様 式 ）。  

２  本 会会 員 は 、認定 を 受 けた 事 業 者の事 業 所 の業 務 の あり方 が 、 認定 要 件 又はそ の

趣 旨 に 反し 、も しくは 、こ れ らに 反 する疑 い が ある と 認め たと き は 、直ち に その旨

を 認 定 委員 会 又は 本会 会 長 に報 告 する よう 努 め なけ れ ばな らな い 。  

３  前 項の 報 告 があっ た 場 合は 、 認 定委員 会 に おい て す みやか に 所 要の 調 査 を行い 、

認 定 要 件又 は その 趣旨 に 反 する 事 実が ある と 認 めた と きは 、第 23 条 （認 定 の取り

消 し ） に定 め る措 置を 講 ず るも の とす る。  

 

（ 事 業 上の 遵 守事 項）  

第 40 条  認 定 を受け た 事 業者 は 、事 業を 実 施 する に あた り、 次 に 掲げ る 事項 を遵 守

し な け れば な らな い。  

（ 1） 法 令又 は 公序 良俗 に 反 し、 又 は反 する お そ れが あ る事 業を 行 わ ない こ と  

（ 2） 政 治活 動 又は 宗教 活 動 を伴 う 事業 は行 わ な いこ と  

（ 3）栄 養ケ ア の業 務 と 商 品 の販 売 活動 とを 峻 別 し、利 用 者に誤 解 を 与え な いよ うに

す る こ と  

（ 4） 特 定 の 治 療 又 は 療 養 の 方 法 等 の み を 勧 奨 す る な ど 偏 っ た 情 報 提 供 を 行 わ な い

こ と  

 

（ 事 業 者の 義 務）  

第 41 条  認 定 を受 けた 事 業 者は 、 次の 各号 の 義 務を 負 う。  

（ 1）毎 年 1 回 、本 会又 は 事 業所 を 設置 した 都 道 府県 栄 養士 会の 開 催 する 栄 養ケ ア・

ス テ ー ショ ン 事業 に関 す る 講習 会 に参 加す る こ と  

（ 2）責任 者 及び 従 事者 の 栄 養ケ ア に関 する 業 務 の遂 行 能力 の継 続 的 な維 持・向 上を

図 る た めに 必 要な 措置 を 講 じる こ と  

（ 3）毎 年 1 回 、責 任者 に 、本 会 又は 事 業所 を 設 置し た 都道 府県 栄 養 士会 が 指定 する

責 任 者 研修 会 を受 講さ せ る こと  

（ 4）毎 年 1 回 、事 業所 の 事 業実 績 等を 、事 業 所 を設 置 した 都道 府 県 栄養 士 会を 通じ
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て 本 会 会長 へ 報告 （ た だ し 、報 告 書は 第９ 号 様 式 に よ る 。） する こ と  

２  前 項各 号 の 義務を 怠 っ た事 業 者 に対し て は 、そ の 情 状に応 じ て 、以 下 の 各号の 措

置 を 講 ずる 。  

（ 1） 義務 を 怠っ た 事情 に 関 する 説 明書 の提 出 の 指示  

（ 2） 義務 履 行の 指 導  

（ 3） 義務 履 行の 勧 告  

（ 4） 認定 の 取り 消 し  

３  前 項第 １ 号 乃至同 項 第 ３号 の 措 置を受 け た こと は 、 認定の 更 新 にお い て 、事業 者

に 不 利 な事 情 とな るこ と が ある 。  

 

（ 協 力 と協 働 ）  

第 42 条  認 定 を受け た 事 業者 は 、指 定業 務 に 関し 、 本会 又は 事 業 所を 設 置し 都道 府

県 栄 養 士会 か ら業 務の 受 託 又は 共 同実 施の 要 請 、業務 の 紹介な ど が あっ た とき には 、

応 諾 そ の他 積 極的 にこ れ に 対応 す るよ う努 め な けれ ば なら ない 。  

２  認 定を 受 けた 事業 者 は 、栄養 士 会 栄養 ケ ア・ステ ー シ ョン 及 び 他の 認 定栄 養ケ ア・

ス テ ー ショ ン と連 携・協 働 を はか り 、それ に 必 要な 体 制を 整え る よ うに 努 めな けれ

ば な ら ない 。  

 

第６章  認定制度の運用等  

 

（ 秘 密 の保 持 ）  

第 43 条  認 定 委員会 委 員 及び 認 定審 査会 審 査 員並 び に本 会の 認 定 制度 実 施担 当職 員

は 、 認 定 審 査 及 び 認 定 に 係 る 業 務 等 に 際 し て 知 り 得 た 秘 密 を 関 係 者 以 外 に 漏 ら し 、

又 は 自 己の 利 益の ため に 使 用し て はな らな い 。ま た、退 任ある い は 退職 後 につ いて

も 同 様 とす る 。  

 

（ 帳 簿 の備 付 け及 び保 存 ）  

第 44 条  本 会 に次の 各 号 に掲 げ る認 定の 業 務 に関 す る書 類等 を 備 え、 保 存す る。 書

類 等 は 、認定 を 否とす る 決 定を 行 った 日又 は 認 定の 有 効期 間が 満 了 した 日 から ３年

間 保 存 する 。  

（ 1） 認 定の 業 務に 関す る 以 下の 事 項を 記載 し た 帳簿  

・ 認 定 番号 、 認定 年月 日 、 有効 期 限、 審査 を 行 った 年 月日 及び 審 査 結果  

・ 認 定 申請 し た事 業者 の 名 称、 所 在地  

・ 認 定 申請 、 更新 申請 、 変 更申 請 、 移 行申 請 、 届出 及 び再 交付 申 請 の年 月 日  

（ 2）認 定 申請 書 、更新 申 請 書 、変更 申 請書 、移 行 申 請書 、届出 及 び 再交 付 申請 書並

び に 添 付書 類  
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（ 3） 認 定を 取 り消 した 年 月 日と そ の理 由  

（ 4） そ の他 、 前各 号に 付 随 して 必 要な 書類  

 

第７章  雑  則  

 

（ 国 民 の理 解 と信 頼の 醸 成 等）  

第 45 条  本 会 は、 本 規 則 で創 設 する 認定 制 度 への 国 民の 理解 と 信 頼を 広 くか つ厚 く

醸 成 す るた め 、同 制度 の 改 善そ の 他所 要の 措 置 を講 ず る義 務を 負 う 。  

２  認 定を 得 た 事業者 な ら びに 認 定 申請中 の 者 は、 本 会 の前項 の 義 務の 履 行 に協力 し

な け れ ばな ら ない 。  

 

（ 施 行 細則 へ の委 任）  

第 46 条  本 規 則に特 別 の 定め が ある もの を 除 くほ か 、 本 規則 の 実 施の た めの 手続 そ

の 他 本 規則 の 施行 に関 し 必 要な 事 項は 、施 行 細 則で 定 める 。  

 

（ 規 則 の変 更 ）  

第 47 条  本 規 則の変 更 は 、本 会 理事 会の 議 決 をも っ て行 う。 変 更 の事 実 及び 内容 は

遅 滞 な く各 都 道府 県栄 養 士 会へ 報 告す るも の と する 。  

 

附  則  

第 １ 条  本規 則 は、 平成 30 年 4 月 1 日 か ら 施 行 する 。  

第 ２ 条  2021 年 9 月 11 日 改 正 は 、 2021 年 9 月 11 日 か ら 施 行す る 。  

第 3 条  2023 年 ２ 月 18 日 改 正 は 、 2024 年 4 月 1 日 か ら 施 行す る 。  


